
第

三

千

十

号

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職
員
厚
生
課)

八
一
七
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

環
境
管
理
課)

八
一
八

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(
私
学
振
興
・
青
少
年
課)

八
一
八

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効

(
薬
務
水
道
課)

八
一
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(
道
路
維
持
課)

八
一
九

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

八
二
〇

○
岐
阜
県
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
改
正

(

同

)
八
二
一

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
等

(

同

)
八
二
二

○
訂
正
願
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

(

同

)

八
二
二

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

八
二
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

八
二
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

(

同

)

八
二
三

○
土
岐
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

八
二
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

八
二
四

規

則

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
一
号

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和

四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中｢

な
ら
な
い｣

の
下
に｢

。
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
職
員
又
は
死
亡
し
た

職
員
の
遺
族(

以
下｢

被
災
職
員
等｣

と
い
う
。)

か
ら
そ
の
災
害
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た

旨
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る｣

を
加
え
る
。

第
四
条
中｢

き
い
て｣

を｢

聴
い
て｣

に
、｢

行
な
い｣

を｢

行
い｣

に
、｢

す
み
や
か｣

を｢

速
や

か｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

実
施
機
関
は
、
前
条
の
報
告
に
係
る
災
害
が
公
務
に
よ
り
生
じ
た
も
の
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た

も
の
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
認
定
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
被

災
職
員
等
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

実
施
機
関
の
職
及
び
氏
名

二

被
災
職
員
の
氏
名

三

傷
病
名

四

災
害
発
生
年
月
日
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日



告

示

映
画

種
類

テ
ィ
ン
ト
・
ブ
ラ
ス
背
徳
小
説
[Ｈ
Ｄ
リ
マ
ス
タ
ー
版
]

(原
題
)
L’
UO
M
O
CH
E
GUARD

A(TH
E
VO
YEUR)

テ
ィ
ン
ト
・
ブ
ラ
ス
郵
便
屋
[Ｈ
Ｄ
リ
マ
ス
タ
ー
版
]

(原
題
)
FERM

O
PO
STA

TIN
TO
B
RASS

悶
絶
恋
愛
日
記
濡
れ
濡
れ
三
姉
妹

む
っ
ち
り
討
ち
入
り
桃
色
忠
臣
蔵

ス
ナ
ッ
ク
あ
け
み
濡
れ
た
後
に
は
福
来
た
る

痴
漢
電
車
食
い
込
み
夢
(ド
リ
ー
ム
)
マ
ッ
チ

題
名

等

AM
G
エ
ン
タ
テ
イ
ン

メ
ン
ト
(イ
タ
リ
ア
)

AM
G
エ
ン
タ
テ
イ
ン

メ
ン
ト
(イ
タ
リ
ア
)

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

五

公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
災
害
で
な
い
と
認
定
し
た
理
由

第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四
条
の
二
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

審
査
の
申
立
て
の
教
示)

第
二
十
五
条

実
施
機
関
は
、
条
例
又
は
こ
の
規
則
に
基
づ
く
補
償
に
関
す
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、

第
二
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
審
査
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
教
示
す
る
も
の

と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
別
紙
中｢休

業
補
償
を
｣

を｢､
休
業
補
償
を
｣

に
、｢60歳

未
満
の
夫
､
父
母
､

祖
父
母
､
兄
弟
姉
妹
｣

を｢60歳
未
満
の
夫
､
父
母
､
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
｣

に
、｢上

記
の
順
序
｣

を｢､
上
記
の
順
序
｣

に
改
め
、
同
様
式(
注
意
事
項)

中｢２
年
間

(｣

を｢２
年
間
(傷
病
補

償
年
金
､)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
号
様
式
中｢

(第
26条
関
係
)
｣

を｢
(第
27条
関
係
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
二
号

岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中｢

第
一
条
の
二
第
一
項｣

を｢

第
二
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

別
表
一
の
項
第
一
号
中｢

第
二
条
第
一
項｣

を｢

第
三
条
第
一
項｣

に
、｢

第
十
五
条
の
二
第
一
項｣

を｢

第
三
十
四
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

第
七
条｣

を｢

第
十
六
条｣

に
改
め
、
同
項

第
三
号
ニ
中｢

第
一
条
の
二
第
二
項｣

を｢

第
二
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
30年
12月
28日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
が
次
の
と
お
り
指
定
の
効
力
を

失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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道
路
の
種
類

路
線
名

高
山
市
山
田
町
一
六
七
六
番

二
〇
地
先
か
ら

同

市
同

町
一
六
六
九
番

一
地
先
ま
で

区

間

前
Ａ

区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

百
五
十
八

号 路
線
名

百
五
十
八

号

高
山
市
丹
生
川
町
旗
鉾
字
赤

ソ
ブ
一
〇
八
六
番
一
地
先
か

ら同

市
同

町
同

字
同

一
〇
八
七
番
一
地
先
ま

で
区

間

高
山
市
山
田
町
一
六
七
六
番

二
〇
地
先
か
ら

同

市
同

町
一
六
六
九
番

一
地
先
ま
で

高
山
市
山
田
町
一
三
〇
〇
番

一
地
先
か
ら

同

市
下
林
町
一
一
四
四
番

三
地
先
ま
で

後 前 区
域
変
更
前
後
別

Ａ
後

Ｂ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� ��･�〜��･���･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･�
備

考

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

二
‐({

[
二
‐(

四
‐
エ
チ
ル
‐
二
・
五
‐
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル)

エ
チ
ル]

ア
ミ
ノ}

メ
チ
ル)

フ
ェ
ノ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
二
五
Ｅ
‐
Ｎ
Ｂ
Ｏ
Ｈ
、
二
Ｃ
‐
Ｅ
‐
Ｎ
Ｂ
Ｏ
Ｈ

２

三
‐[

一
‐(

一
‐
ピ
ペ
リ
ジ
ニ
ル)

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル]

フ
ェ
ノ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類(

通

称
三
‐
Ｈ
Ｏ
‐
Ｐ
Ｃ
Ｐ
、
三
‐
Ｏ
Ｈ
‐
Ｐ
Ｃ
Ｐ
、
三
‐
Ｈ
ｙ
ｄ
ｒ
ｏ
ｘ
ｙ
‐
Ｐ
Ｃ
Ｐ

３

キ
ノ
リ
ン
‐
八
‐
イ
ル
＝
一
‐
ペ
ン
チ
ル
‐
一
Ｈ
‐
イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル
‐
三
‐
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー

ト
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ｎ
Ｐ
Ｂ
‐
二
二)

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
。

三

指
定
の
効
力
を
失
う
日

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
九
日

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

岐

阜

南

濃
線

路
線
名

高

山

上

宝
線

路
線
名

羽
島
市
正
木
町
曲
利
字
中
区

一
二
八
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

二
二
七
番
一
地
先
ま
で

区

間

高
山
市
上
宝
町
鼠
餅
字
ト
ヤ

峠
一
三
八
五
番
一
九
地
先
地

内
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜�･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

147,734

339,189

総
数
(人
)

49,245

113,063

３
分
の
１
の
数
(人
)

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
平
成
30年
12月
３
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,682,776人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,656人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

310,347人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数

第３０１０号 岐 阜 県 公 報 平成30年12月28日 ( 820 )



養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

中
津

川
市

関
市

多
治

見
市

高
山

市

24,557

39,011

29,482

27,890

35,522

42,940

20,930

42,394

23,082

94,989

121,250

48,668

42,447

42,496

55,799

31,350

17,641

65,603

73,281

93,480

75,298

8,186

13,004

9,828

9,297

11,841

14,314

6,977

14,132

7,694

31,663

40,417

16,223

14,149

14,166

18,600

10,450

5,881

21,868

24,427

31,160

25,100

中

津

川

市

選

挙

区

関
市
・
美
濃
市

選

挙

区

美

濃

市

選

挙

区

中

津

川

市

選

挙

区

関

市

選

挙

区

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

42,053

57,089

20,032

28,569

中

津

川

市

役

所

関

市

役

所

美

濃

市

役

所

中

津

川

市

役

所

関

市

役

所

14,018

19,030

6,678

9,523

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

岐
阜
県
選
挙
執
行
規
程(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

別
表
中

｢

を

｣

｢

に

｣
改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
選
挙
執
行
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
以
後
そ

の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
岐
阜
県
議
会
議
員
の
一
般
選
挙
か
ら
適
用
す
る
。
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垂
井
町

関
市

市
町
村
名

垂
井
町
表
佐
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ

ン
タ
ー
大
会
議
室

研
修
室
１

研
修
室
２

研
修
室
３

講
義
室

垂
井
町
宮
代
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ

ン
タ
ー
大
会
議
室

講
義
室

研
修
室
１

研
修
室
２

垂
井
町
東
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー大
会
議
室

講
義
室

和
室
１

和
室
２

関
市
富
岡
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
多

目
的
ホ
ー
ル

関
市
鮎
之
瀬
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

大
会
議
室

施
設

の
名

称

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
1723番

地
の
１

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
664番

地
の
４

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
901番

地
の
１

関
市
市
平
賀
506番

地
１

関
市
小
瀬
153番

地

所
在

地

90人
30人
30人
30人
30人

60人
20人
15人
15人

60人
35人
30人
30人

60人

90人

収
容
人
員

関
市

市
町
村
名

関
市
中
部
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
西
切
公
民
セ
ン
タ
ー

施
設

の
名

称

垂
井
町
岩
手
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ

ン
タ
ー
大
会
議
室

講
義
室

和
室
１

和
室
２

和
室
３

垂
井
町
栗
原
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ

ン
タ
ー
大
会
議
室

第
一
会
議
室

第
二
会
議
室

和
室
１

和
室
２

関
市
住
吉
町
19番
地

関
市
栄
町
３
丁
目
４
番
１
号

所
在

地

不
破
郡
垂
井
町
岩
手
608番

地
の
２

不
破
郡
垂
井
町
栗
原
1075番

地

60人
20人
30人
30人
30人

50人
30人
30人
20人
20人

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
等
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
指
定
し
た
施
設

２
指
定
を
取
り
消
し
た
施
設

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
願
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
そ
の

要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(
平
成
二
十
六
年
分)

[

寄
附
の
内
訳]

１
―
１

政
党(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

１
号
団
体)

の
う
ち
自
由
民
主
党
岐
阜
県
第
一
選
挙
区
支
部
中

｢
〃

〃
㈱
ミ
オ
ナ

250,000
各
務
原
市
｣

を
削
る
。

自
由
民
主
党

岐
阜
県
第
一
選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党

岐
阜
県
第
一
選
挙
区
支
部

野
田
聖
子

野
田
聖
子

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

H
27.5.29

H
27.5.29

64,564,745

64,814,745

25,931,648

25,931,648

38,633,097

38,883,097

46,305,808

46,305,808

18,258,937

18,508,937

2,100,800

2,100,800

878

878

時

南

部

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

0 0

8,590,000

8,840,000

8,290,000

8,290,000

大

垣

市

役

所

縦

覧

場

所

16,880,000

17,130,000

0 0

16,880,000

17,130,000

0 0平
成
三
〇
・
一
二
・
二
八
か
ら

同

三
一
・

二
・

一
ま
で

縦

覧

期

間

0 0

19,650,000

19,650,000

2,297

2,297

｢｢改
め
る
。

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金

融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
岐
阜
元
町
店

岐
阜
市
元
町
一
丁
目
十
番
一

外

二

意
見
の
概
要

岐
阜
市
長
の
意
見

・
廃
棄
物
に
つ
い
て

(

届
出
事
項

変
更)

を

｣

に

｣

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平成30年12月28日 岐 阜 県 公 報 第３０１０号( 823 )

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨(

平
成
二
十
六
年
分)

１
―
１

政
党(

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

１
号
団
体)

中



○
土
岐
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

土
岐
都
市
計
画
下
水
道

土
岐
市
公
共
下
水
道

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
土
岐
市
水
道
部
下
水
道
課

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
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